
 

 

奈良市 

子ども医療費助成制度 

あらまし 

＜令和５年６月診療分から＞ 

 

 

子ども医療費助成制度とは、健康保険に加入している、高校生（注 1）（１８歳に達

する日以後の最初の３月３１日）までの子どもを対象とした医療費助成制度です。 

◎ 心身障害者医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度・一般精神障害者医

療費助成制度・生活保護を受けている人は対象になりません。 

◎ 小学校・中学校・高校（注 1）入学時には、子ども医療費受給資格証の更新をし

ます。（更新手続きは不要） 

 

 

 

（注１） … 高校在学の有無は問いません。 

 

 

受給資格証の交付申請が必要です。市役所子ども育成課・各出張所・行政センターへ申

請してください。（※郵送申請も可能です。） 

 

 

 

同じ病気でいくつもの医療機関にかかる「はしご受診・重複受診」や急病などでやむ

を得ない場合以外で、夜間・休日に受診する等の「コンビニ受診」は避けてくださ

い。 

制度の内容 

助成を受けるには 

助成を受けるにあたってのお願い 

「６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの子ども」を乳幼児

といいます。受給資格証は、「乳幼児が水色」「小・中学生が黄緑色」

「高校生（注 1）が黄色」です。 

















 

 

 

◎ 変更 

次のような場合は申請が必要となります。窓口または電子申請（ホームページ参

照）・郵送申請が可能です。申請書は奈良市ＨＰ[子ども医療費助成]よりダウンロー

ドしてください。 

・氏名または住所が変わった場合 

・健康保険が変わった場合 

・振込口座を変更する場合 

 

◎ 喪失 

次のような場合は受給資格がなくなります。 

※資格喪失後、受給資格証は使用できませんので、届出の際には必ず受給資格証を返却してくだ

さい。使用された場合、医療費助成金を返還していただくことがあります。 

・奈良市から他の市区町村に転出する場合 

・生活保護や他の医療費助成を受けるようになった場合 

・健康保険の資格がなくなった場合 

・医療費助成のある施設に入所した場合 

各種届出 

 

 

 




